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 熊本県歳計現金余裕金貸付規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  平成２１年１月１３日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
熊本県規則第１号 
   熊本県歳計現金余裕金貸付規則の一部を改正する規則 
 熊本県歳計現金余裕金貸付規則（昭和３４年熊本県規則第１４号）の一部を次のように
改正する。 
  第２条中「、熊本県信用農業協同組合連合会」を削る。  
      附 則 
 この規則は、公布の日から施行する。 
 

第１１７７１号 

平成 21 年 1 月 13 日(火)

（毎週 火･金発行） 

 規  則 
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熊本県告示第１６号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定介護機
関を次のとおり指定したので、同法第５５条の２の規定により告示する。 
  平成２１年１月１３日 
                        熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
（介護予防訪問介護） 
 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 
 桜の丘訪問介護事業所 
 上益城郡甲佐町西寒野１１６０ 

番地１ 

 社会福祉法人綾友会 
 上益城郡甲佐町西寒野１１６１

 番地  

 平成１８年４月１  

日 

 青い空訪問介護事業所 
 上益城郡甲佐町横田６４０番地 

 有限会社青い空 
 上益城郡甲佐町横田６４０番地

 平成１８年４月１  

日 
 ヘルパーステーションひまわり 
 下益城郡美里町二和田１２３３ 

番地 

 社会福祉法人千寿会 
 下益城郡美里町二和田１２３３

 番地                        

 平成１８年４月１  

日 

 医療法人愛生会ヘルパーステー 

ションおんじゃく 
 下益城郡美里町中小路８３５番 

地 

 医療法人愛生会 
 下益城郡美里町中小路８３５番 

地                          

 平成１８年４月１  

日 

 美里町社協ケアセンター砥用 
 下益城郡美里町永富１５１０番 

地 

 社会福祉法人美里町社会福祉協 

議会 
 下益城郡美里町永富１５１０番 

地  

 平成１８年４月１  

日 

 美里町社協ケアセンター中央  
 下益城郡美里町佐俣３３８番地 

 社会福祉法人美里町社会福祉協 

議会 
 下益城郡美里町永富１５１０番 

地  

 平成１８年４月１  

日 

 インターケア宇城訪問介護ステ 

ーション 
 下益城郡城南町永３７８番地１ 

 有限会社イノウエホーム 
 熊本市本荘五丁目１３番３８号

 平成１８年４月１  

日 

 
（介護予防訪問看護）                                                         
 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 
 訪問看護ステーショントラステ 
 ィーホームげんき 
 上益城郡益城町惣領１４９１番 
 地８ 

 医療法人永田会 
 上益城郡益城町惣領１５２２番

 地１ 

 平成１８年４月１ 

 日 

 医療法人杏和会城南病院 
 下益城郡城南町舞原無番地 

 医療法人杏和会 
 下益城郡城南町舞原無番地 

 平成１８年４月１ 

 日 
 小林病院 
 下益城郡城南町隈庄５７４番地 

 医療法人小林会 
 下益城郡城南町隈庄５７４番地

 平成１８年４月１ 

 日 
 
（介護予防訪問リハビリテーション）                                               
 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 
 医療法人杏和会城南病院 
 下益城郡城南町舞原無番地 

 医療法人杏和会 
 下益城郡城南町舞原無番地 

 平成１８年４月１ 

 日 
 小林病院 
 下益城郡城南町隈庄５７４番地 

 医療法人小林会 
 下益城郡城南町隈庄５７４番地

 平成１８年４月１ 

 日 
 

 告  示 
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（介護予防居宅療養管理指導） 
 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 
 医療法人杏和会城南病院 
 下益城郡城南町舞原無番地 

 医療法人杏和会 
 下益城郡城南町舞原無番地 

 平成１８年４月１  

日 
 小林病院 
 下益城郡城南町隈庄５７４番地 

 医療法人小林会 
 下益城郡城南町隈庄５７４番地

 平成１８年４月１  

日 
 
 (介護予防通所介護）                                                           
 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 
 桜の丘通所介護事業所 
 上益城郡甲佐町西寒野１１６１ 
 番地 

 社会福祉法人綾友会 
 上益城郡甲佐町西寒野１１６１

 番地 

 平成１８年４月１ 

 日 

 指定通所介護事業所デイサービ 
 スセンターかしま湧水苑 
 上益城郡嘉島町井寺３１１６番 
 地１ 

 有限会社日本福祉整体学院  
 熊本市健軍三丁目２３番１４号

 平成１８年９月１ 

 日 

 デイサービスセンター陽光園 
 下益城郡美里町二和田１２３３ 
 番地 

 社会福祉法人千寿会 
 下益城郡美里町二和田１２３３

 番地                        

 平成１８年４月１ 

 日 

 ともち未来病院通所介護サービ 
 スセンター  
 下益城郡美里町洞岳１３０８番 
 地 

 医療法人社団白寿会 
 下益城郡美里町洞岳１３０８番

 地                          

 平成１８年４月１ 

 日 

 デイサービスセンターおんじゃ 
 く 
 下益城郡美里町中小路８９７番 
 地 

 有限会社オー・エム・エス 
 下益城郡美里町中小路８９７番

 地 

 平成１８年４月１ 

 日 

 デイサービスセンターこもれび 
 下益城郡美里町佐俣３３８番地 

 社会福祉法人伸生紀 
 下益城郡美里町佐俣３３８番地

 平成１８年６月１ 

 日 

 吉野乃丘 
 下益城郡城南町坂野１７９６番 
 地１ 

 医療法人社団嵩山会 
 下益城郡城南町阿高３２５番地

 １  

 平成１８年４月１ 

 日 

 
（介護予防通所リハビリテーション） 
 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 
 老人保健施設ライフライト矢部 
 上益城郡山都町下市６０番地 

 医療法人潤幸会 
 上益城郡山都町浜町１６７番地

 １ 

 平成１８年１０月 

 １日 

 地域リハビリテーションセンタ 
 ーおんじゃく 
 下益城郡美里町中小路８３５番 
 地 

 医療法人愛生会 
 下益城郡美里町中小路８３５番

 地                          

 平成１８年４月１ 

 日 

  

 介護老人保健施設なごみの里 
 下益城郡美里町堅志田１９２番 
 地１ 

 医療法人興和会 
 下益城郡美里町堅志田１９２番

 地１ 

 平成１８年４月１ 

 日 

 「なごみ」老人デイケアセンタ 
 ー 
 下益城郡城南町舞原無番地 

 医療法人杏和会 
 下益城郡城南町舞原無番地 

 平成１８年４月１ 

 日 
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（介護予防短期入所生活介護）                                                     
 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 
 桜の丘短期入所生活介護事業所 
 上益城郡甲佐町西寒野１１６１ 

番地 

 社会福祉法人綾友会 
 上益城郡甲佐町西寒野１１６１

 番地 

 平成１８年４月１  

日 

 陽光園短期入所生活介護事業所 
 下益城郡美里町二和田１２３３ 

番地 

 社会福祉法人千寿会 
 下益城郡美里町二和田１２３３ 

番地 

 平成１８年４月１  

日 

 ショートステイこもれび 
 下益城郡美里町佐俣３３８番地 

 社会福祉法人伸生紀 
 下益城郡美里町佐俣３３８番地

 平成１８年４月１  

日 
 
（介護予防短期入所療養介護）                                                     
 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 
 老人保健施設御船清流園 
 上益城郡御船町御船１０６２番 
 地１ 

 医療法人社団藤岡会 
 上益城郡御船町御船１０６１番

 地 

 平成１８年４月１ 
 日 

 老人保健施設ライフライト矢部 
 上益城郡山都町下市６０番地 

 医療法人潤幸会 
 上益城郡山都町浜町１６７番地

 １ 

 平成１８年１０月 
 １日 

 ともち未来病院 
 下益城郡美里町洞岳１３０８番 
 地 

 医療法人社団白寿会 
 下益城郡美里町洞岳１３０８番

 地                          

 平成１８年４月１ 

 日 

 介護老人保健施設なごみの里 
 下益城郡美里町堅志田１９２番 
 地１ 

 医療法人興和会 
 下益城郡美里町堅志田１９２番

 地１ 

 平成１８年４月１ 

 日 

 医療法人杏和会城南病院 
 下益城郡城南町舞原無番地 

 医療法人杏和会 
 益城郡城南町舞原無番地 

 平成１８年４月１ 

 日 
 小林病院 
 下益城郡城南町隈庄５７４番地 

 医療法人小林会 
 下益城郡城南町隈庄５７４番地

 平成１８年４月１  

日 
 
（介護予防認知症対応型通所介護） 
 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地    指定年月日 
 桜の丘介護予防認知症対応型通 
 所介護事業所 
 上益城郡甲佐町西寒野１１６１ 
 番地 

 社会福祉法人綾友会 
 上益城郡甲佐町西寒野１１６１

 番地 

 平成１８年４月１ 

 日 

 
（介護予防認知症対応型共同生活介護）                                          
 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 
 ひまわり 
 上益城郡山都町下市５９番地 

 医療法人潤幸会 
 上益城郡山都町浜町１６７番地

 １ 

 平成１８年１２月 

 １日 

 グループホームひだまり 
 下益城郡美里町二和田１２３５ 
 番地１ 

 社会福祉法人千寿会 
 下益城郡美里町二和田１２３３

 番地 

 平成１８年４月１ 

 日 

                                                         
 

 
熊本県告示第１７号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第４９条及び
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年
法律第３０号）第１４条第４項においてその例によるものとされた生活保護法第５５条に
おいて準用する同法第４９条の規定により、施術者を次のとおり指定したので、生活保護
法第５５条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関
する法律第１４条第４項においてその例によるものとされた生活保護法第５５条の２の規
定により告示する。 
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  平成２１年１月１３日 
                        熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
（施術者〔あん摩・マッサージ〕） 
 施術所名称    施術者     施術所所在地  指定年月日 
有限会社 林田鍼

灸院 
 林田 健三 人吉市鍛冶屋町３１ 平成２０年１２

月８日 
 

 
熊本県告示第１８号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２１年１月１３日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２１年１月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 
道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 
(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 
(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

前

3.8 
～ 

30.0 
1,239.0 

3.8 
～ 

30.0 
1,239.0 

熊本高森

線 
阿蘇郡南阿蘇村大字両併字幅 
    ２５４９番１地先から 
同郡高森町大字高森字森園 
    ７４３番１地先まで 

後
12.6 
～ 

30.0 
920.0 

緊道整 

前

5.8 
～ 
7.3 

156.8 

主要地方道 

松島馬場

線 
上天草市松島町内野河内字カ

コノ迫 
  １３０４番１地先から 
同所 
  １３０５番３地先まで 後

10.8 
～ 

16.0 
156.8 

緊道整

Ｂ防災 

       
２ 区域を変更する期日 平成２１年１月１３日 

 
 
熊本県告示第１９号  
  熊本県民生委員、児童委員表彰規程を廃止する規程を次のように定める。 
  平成２１年１月１３日 
                         熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
      熊本県民生委員、児童委員表彰規程を廃止する規程 
 熊本県民生委員、児童委員表彰規程（昭和２５年熊本県告示第２３２号）は、廃止する。 
   附 則     
 この規程は、平成２１年１月１３日から施行する。 

 
 
熊本県告示第２０号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２１年１月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県宇土市岩古曽町字岩熊２４７９番、２４８９番か 
 ら２４９１番まで、２４９３番、２４９４番、２４９６番 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字岩熊２４９１番、２４９４番、２４７９番・２４８９番・２４９０番・２４９ 
   ６番（以上４筆について次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
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  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県宇城地域振興局並びに宇土市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第２１号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項の規定により指定居宅サービス
事業所を次のとおり指定した。 
  平成２１年１月１３日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （短期入所療養介護） 
事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 
朝日野総合病院 
熊本市室園町１２番１０号 

医療法人朝日野会 平成２１年１月１日 

 
 
熊本県告示第２２号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項の規定により指定介護予防サー
ビス事業所を次のとおり指定した。 
  平成２１年１月１３日                                                       
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （介護予防短期入所療養介護）                                                   
事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

  
朝日野総合病院 
熊本市室園町１２番１０号 

医療法人朝日野会 平成２１年１月１日 

 
 
熊本県告示第２３号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２１年１月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県球磨郡五木村乙字上小鶴１５８８番１、１５８９ 
 番５ 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 
  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県農林水産部森林保全課及び熊本県 
球磨地域振興局並びに五木村役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第２４号   
  都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により都市計画事業の
事業計画の変更を認可したので、同法第６２条第１項の規定により次のとおり告示する。 
  平成２１年１月１３日 
                                              熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 施行者の名称  八代市 
２ 都市計画事業の種類及び名称  八代都市計画下水道事業 八代公共下水道 
３ 事業計画 
 (１) 収用の部分 
    変更なし。     
  (２) 使用の部分     
    昭和４９年熊本県告示第１６８号、昭和５１年熊本県告示第４９号、昭和５３年 
   熊本県告示第２４２号、昭和５４年熊本県告示第２３０号、昭和５６年熊本県告示 
   第４６１号、昭和６０年熊本県告示第２０７号、昭和６３年熊本県告示第７４６号、

平成元年熊本県告示第６２３号、平成３年熊本県告示第９５５号、平成６年熊本県
告示第７８０号、平成９年熊本県告示第１９９号、平成１１年熊本県告示第２８０
号、平成１５年熊本県告示第８１３号、平成１６年熊本県告示第７９５号、平成１
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７年熊本県告示第３６９号及び平成１９年熊本県告示第４号の事業地のうち、 
    八代市大字福正町字久保並びに大字上日置町字中原、字米の口及び字八幡並びに

大字西片町字稲村、字下通丸、字乙津及び字明楽寺並びに大字中片町字元水町及び
字筧渡並びに大字上片町字中の森及び字下の森並びに大字古閑中町字冬築、字六反
田、字若宮、字沖下及び字高嶋並びに新港町三丁目並びに新港四丁目地内において 

   事業地を変更し、 
    同事業地に、 
    八代市大字上日置町字久保原並びに大字西宮町字源六、権五郎、小寺及び高丸並 
   びに大字中片町字町田、小路、岩常、松丸及び米の口並びに大字上片町字高取並び 
   に大字東片町字岡神並びに大字宮地町字源八、年神、石原及び乙丸並びに大字古閑 
   中町字塩浜、字源田、字船免及び字篠割並びに大字古閑浜町字西割並びに大字井揚 
   町字北新地、字北井上、字南井上及び字本畑割並びにを加える。 
 (３) 事業施行期間 
      昭和４９年３月２日から平成２７年３月３１日まで 
 
 
 
 
 
熊本県公告第８号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条の規 
定により通知する次の者については、その所在が不分明なので、同法第１８９条の規定に 
より、当該通知の内容を人吉市役所に掲示する。 
  平成２１年１月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 所在の不分明な者の氏名 
  徳元 順次、大柿 貞彦、松谷 伸吾、永田 重麿、土屋 秀蔵、五大日商株式会社、

入江 幸助、蓑田 眞耕、出口 勝範 
２ 通知の趣旨 
 （１） 農林水産大臣から、保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があっ 
   たこと。 
 （２） 保安林の所在場所、指定の目的及び指定施業要件については、平成２０年１２月 
   ５日付け熊本県告示第１０５２号による。 

 
 
熊本県公告第９号 
 平成２０年９月１２日付けで玉名市に事務所を置く玉名市土地改良区理事長 島津勇典 
から申請のあった大堀地区土地改良事業（農業用用排水施設）、鯨油地区土地改良事業（農
業用用排水施設）、共和地区土地改良事業（農業用用排水施設）、甲六ノ割地区土地改良
事業（農業用用排水施設）及び祭田下地区土地改良事業（農業用用排水施設）の施行につ
いては、平成２０年１２月２６日付けで認可したので、土地改良法（昭和２４年法律第１
９５号）第４８条第１１項の規定により公告する。 
  平成２１年１月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

 
 
熊本県公告第１０号 
  大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定に基づき平成２
０年８月８日に行われた届出に対し、同法第８条第１項の規定により荒尾市から意見書の
提出があったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該意見書
を縦覧に供する。 
  平成２１年１月１３日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  ケーズデンキ荒尾本店 
  荒尾市原万田字御馬給６６２番１ほか  
２ 市町村意見の概要 
（１）原万田交差点の交通渋滞に対する次の緩和策を検討していただきたい。 
  ア 市道西原・桜町線から国道２０８号へ出る際の原万田交差点信号機の青信号時間 
   を長くする等の働きかけに努めること。 
  イ 出口（Ｂ）箇所の前方などに車両誘導案内板（荒尾方面・大牟田方面等の表示板）

を設置すること。 
（２）店舗開店後においても、周辺住民等からの生活環境に関する意見・苦情等に関する 
  窓口を設け、適切な対応をお願いしたい。  
３  意見書の縦覧場所及び縦覧期間 
    熊本県商工観光労働部商工政策課及び玉名地域振興局総務振興課 
  平成２１年１月１３日から平成２１年２月１３日まで 

 

 公  告 
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熊本県公告第１１号 
 特定調達契約につき一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品等
又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第１１条及び熊
本県物品等又は特定役務の調達手続に関する規則（平成７年熊本県規則第５１号）第１１
条の規定により次のとおり公告する。 
  平成２１年１月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 落札に係る特定役務の名称及び数量 
      「くまもと安心移動ナビ・プロジェクト」システム構築等業務 一式 
２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 
      熊本県総合政策局企画課特定政策推進室 
     熊本市水前寺六丁目１８番１号 
３ 落札者を決定した日 
   平成２０年１２月２４日（水） 
４ 落札者の氏名及び住所 
      西日本電信電話株式会社熊本支店 
      熊本県熊本市桜町３番１号 
５ 落札金額 
      ４０，４２５，０００円（うち消費税及び地方消費税の額１，９２５，０００円） 
６ 契約の相手方を決定した手続 
      総合評価一般競争入札 
７ 特例政令第６条に規定する公告を行った日 
      平成２０年１１月４日（火） 

 
 
熊本県公告第１２号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為が完了
したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
    平成２１年１月１３日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
    菊池郡菊陽町新山一丁目３１９０番６４７、同３１９０番６４８、同３１９０番７０ 
 ４、同３１９０番８９０及び同３１９０番１１６４ 
    １，４９０．０３平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   東京都千代田区二番町８番地８ 
    株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 

 
 
熊本県公告第１３号 
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位
置の指定を次のとおり行った。 
  平成２１年１月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 築造者の住所 菊池市野間口３３８番地１ 
２ 築造者の氏名 コーエイ不動産株式会社  
３ 道路の位置 山鹿市古閑字東１３８１番２４ 
４ 道路の幅員 ４．０３から４．５０メートルまで 
５ 道路の延長 ３５．９０メートル 
６ 指定年月日 平成２０年１２月１５日 
７ 指定番号 鹿本企調第２３号 

 
 
熊本県公告第１４号 
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位
置の指定を次のとおり行った。 
  平成２１年１月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 築造者の住所 山鹿市方保田１６１番１ 
２ 築造者の氏名 岩下勝紀  
３ 道路の位置 山鹿市中字本村３０２番１５、同３０２番４ 
４ 道路の幅員 ６．００メートル 
５ 道路の延長 ５８．６５メートル 
６ 指定年月日 平成２０年１２月１５日 
７ 指定番号 鹿本企調第２５号 
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熊本県公告第１５号   
  次のとおり一般競争入札に付する。 
    平成２１年１月１３日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 入札に付する事項 
 （１） 業務委託名 
      平成２１年度熊本県庁舎等清掃業務委託     
 （２） 業務委託の内容 
        入札説明書及び仕様書による。 
 （３） 委託期間 
        平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで 
 （４） 履行場所 
        熊本市水前寺六丁目１８番１号他 
    熊本県庁他 
 （５） 入札金額 
    入札金額は、本委託業務に要する費用の総額とする。 
    なお、落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５パーセ

ントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その
端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消
費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積
もった契約希望金額の105分の100に相当する金額により入札すること。 

 （６） 最低制限価格等の設定 
ア 本競争入札には、最低制限価格を設けていない。   
イ 本競争入札には、低入札価格調査の対象となる基準価格を設けている。 

 （７） その他 
  ア 本競争入札は、電子入札システムを利用して行う電子入札対象案件であるが、紙

入札による参加もできる。ただし、電子入札システムに利用者登録が完了している
者は、電子入札によるものとする。 

  イ 本競争入札は、競争入札参加資格確認のため、入札前に３に記載する競争入札参
加確認申請書及び確認資料の提出が必要な入札である。 

２ 入札参加者の資格に関する事項 
  次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 
 （１） 物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱 
   （平成１８年熊本県告示第５２１号。以下「要綱」という。）による審査のうえ、

有資格者として営業種目「庁舎清掃」に登録された者で、かつ、その格付けが「Ａ」 
   と決定されたものであること。 
    なお、入札参加資格を有しない者は、次により入札参加資格審査の申請を行うこ

と。 
  ア 審査申請の受付期間 
    公告の日から平成２１年１月２８日(水)まで（閉庁日を除く。）の午前８時３０

分から午後５時までに提出すること。 
    ただし、受付期間の終了後も入札書締切予定日時まで随時受け付けるが、この場

合には、資格審査が入札に間に合わないことがある。 
  イ 審査申請書の提出先及び問い合わせ先 

熊本県出納局管理調達課 資格審査班（県庁行政棟本館２階） 
郵便番号 862-8570 熊本市水前寺六丁目１８番１号 
電話番号 096-333-2581 

  ウ 申請の方法 
    要綱に定める「競争入札参加資格審査申請書」に必要書類を添付し、持参又は郵

送により提出すること。 
    なお、申請様式及び提出書類の詳細については、熊本県ホームページの「申請書

様式ダウンロード」のページで確認することができる。 
  エ 資格審査結果の通知 
    資格審査の結果は、資格審査結果通知書により通知する。 
    オ  入札参加資格の有効期間 
        入札参加資格の有効期間は、資格審査の結果を通知した日から平成２３年３月３
   １日までとする。 
   カ  有効期間の更新手続 
       前項の有効期間の更新を希望する者に対しては、要綱に基づく入札参加資格審査
   申請の受付を平成２３年１月４日から平成２３年１月３１日まで行う。 
 （２） 過去２年間のそれぞれの年において、年間を通じた建物の日常清掃業務契約の延 
   床面積の計が６万平方メートル以上の実績がある者であること。 
 （３） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てを行っ 
      た者又は申立てをなされた者にあっては、当該申立てに係る更生計画認可決定を受 
      ていること。 
 （４） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てを行っ

た者又は申立てをなされた者にあっては、当該申立てに係る再生計画認可決定を受
けていること。 
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 （５） 入札及び開札の時点において、熊本県物品購入等及び業務委託等契約に係る指名
停止等の措置要領（平成１４年熊本県告示第８１１号）による指名停止期間中でな
いこと。 

３ 入札参加のための確認申請 
  本競争入札に参加を希望する者は、２の（２）～（５）に示す要件を満たしているか

の確認を受けるため、次により「競争入札参加資格確認申請書」及び確認資料（以下「申
請書等」という。）を提出しなければならない。 

  なお、期限までに申請書等を提出しない者及び確認の結果要件を満たしていないと認
められた者は、本競争入札に参加することができない。 

 （１） 提出方法及び提出場所 
  ア 電子入札システムによる入札参加の場合 
    申請書等を電子入札システムにより提出すること。 
    なお、確認資料の容量が１ＭＢを超える場合には、４の（１）に示す場所に持参

又は郵送（書留郵便に限る。）することとし、持参又は郵送する書類の目録を電子
入札システムで提出すること。 

  イ 紙入札方式による入札（書面による入札をいう。以下同じ。）参加の場合 
    申請書等を４の（１）に示す場所に持参又は郵送すること。 
    なお、郵送の場合は、提出期間内に必着すること。 
 （２） 提出期間                                                  
    公告の日から平成２１年２月４日（水）午後５時まで（閉庁日を除く。）に提出

すること。 
 （３） 確認結果の通知 
    確認の結果は、「競争入札参加資格確認結果通知書」により通知する。 
４ 入札執行の日時、場所等 
 （１） 契約条項を示す場所 

熊本県総務部管財課管理班（県庁行政棟本館２階） 
郵便番号 862-8570 熊本市水前寺六丁目１８番１号 
電話番号 096-333-2090 ファックス番号 096-384-3792 

 （２） 入札説明書及び業務委託仕様書等 
  ア 閲覧（交付）の期間 
    公告の日から平成２１年１月３０日（金）まで（閉庁日を除く。）の午前８時３

０分から午後５時までとする。 
  イ 閲覧（交付）の場所 
    ４の（１）に記載する場所で交付する。 
 （３） 入札の日時及び場所 
  ア 電子入札システムによる入札 
    ３の（３）記載の確認結果の通知を受けた日時から、平成２１年２月２３日（月）

午後５時までに入札すること。 
  イ 紙入札方式による入札 
  （ア）日時 平成２１年２月２４日（火）午前１０時 
  （イ）場所 熊本市水前寺六丁目１８番１号 
        熊本県庁（行政棟本館地下１階 監理課入札室） 
 （４） 開札の日時及び場所 
    ４の（３）のイに同じ。 
 （５） 再度の入札 
    開札後、落札者がない場合は再入札を行う。 
    再入札を行う場合、電子入札により入札書を提出した者については、再入札の通

知を受けた日時から、平成２１年２月２４日（火）午前１１時までに電子入札シス
テムにより入札すること。  

５ 入札方法等 
 （１） 入札方法 
  ア 電子入札システムによる入札の場合 
    ４の（３）のアの締切日時までに電子入札システムにより入札書を提出すること。 
    ただし、入札参加者側のシステム障害等のやむを得ない事情があり、入札書受付

締切予定日時までに「熊本県電子入札システム紙入札移行承認願」を４の（１）に
示す場所に提出し、県（契約担当者）から承認を受けた場合は、イの紙入札方式に
よるものとする。 

  イ 紙入札方式による入札の場合 
    別に定める別紙様式２の「入札書」により作成し、４の（３）のイの日時及び場

所に持参し、提出すること。 
    ただし、代理人をして入札するときは、別に定める別紙様式３の「委任状」を入

札書と同時に提出すること。 
        なお、郵送を認めるが、次の事項に留意のうえ、必ず平成２１年２月２３日（月）

までに４の（１）に記載する場所に必着するよう郵送（書留郵便に限る。）するこ
と。 

  （ア）封筒は二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」及び「親展」、中封筒に「委託
業務の名称」及び「開札日時」を朱書きすること。 

  （イ）再入札を予想する場合は、中封筒に「再入札書」、「委託業務の名称」及び「開
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札日時」を朱書きし、同封すること。 
 （２） 開札の方法 
    開札は、電子入札システムにおいて行う。 
    ただし、紙入札方式による入札をした者がいる場合は、入札に参加した者又はそ

の代理人の立会いのもとに行うものとする。この場合において、入札に参加した者
又はその代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて
これを行う。 

 （３） 入札の回数 
    入札回数は２回までとする。開札後、落札者がない場合は、再入札を行う。 
     なお、再入札書の締切日時までに再入札書を提出しなかった者及び紙入札方式よ

る入札において入札書を郵送した者で再入札書の提出がなかった者は再入札を辞退
したものとみなす。 

 （４） 落札者の決定方法 
    有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申

込みをした者を落札者とする。   
    なお、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、電子入札シス

テムによる電子くじを実施し、落札者を決定する。 
    ただし、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第１項

の規定に基づき、低入札価格について一定の基準を設けているため、その基準を下
回った価格で入札を行った者は、最低の価格をもって申込みをした者であっても落
札者とはならない場合がある。 

 （５） 無効の入札 
    次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札 
イ 紙入札方式による入札において、委任状を提出しない代理人のした入札 
ウ 紙入札方式による入札において、記名押印を欠く入札 
エ 紙入札方式による入札において、金額を訂正した入札 
オ 紙入札方式による入札において、誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札 
カ 紙入札方式による入札において、同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又

は２人以上の代理をした者の入札 
キ 紙入札方式による入札において、２以上の意思表示をした入札 
ク 紙入札方式による入札において、くじ番号の記入がない入札 
ケ 電子入札システムによる入札において、入札、見積及び契約権限のない者のＩＣ

カードを使用して提出された入札 
コ 民法（明治２９年法律第８９号）第９５条に基づく錯誤による入札であると入札

執行者が認めた場合の入札 
サ 明らかに連合によると認められる入札 
シ その他入札に関する条件に違反した入札 

 （６） 入札に参加する者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公
正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加さ
せず、入札の執行を延期し、若しくはこれを取りやめることがある。 

 （７） 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 
 （８） その他 
    業務委託仕様書等に特段の定めがない事項については、熊本県競争契約入札心得

（昭和３９年熊本県告示第４２０号）及び熊本県電子入札（物品調達・業務委託契
約等）運用基準の規定を準用する。 

６ 契約の締結 
 （１） 契約書作成の要否 
    要 
 （２） 契約の締結期限 
    落札者決定の日から１４日以内とする。 
 （３） 落札者からの契約締結の申出期限 
    落札者決定の日から７日以内とする。 
７ 入札保証金及び契約保証金 
 （１） 入札保証金 
    免除する。 
 （２） 契約保証金 
    契約しようとする者は、契約担当者が指定する日時までに、契約金額の１００分

の１０以上の金額を納付しなければならない。ただし、次のア又はイのいずれかに
該当するときは、契約保証金の納付が免除される。 

  ア 契約しようとする者が、契約保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被
保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を
提出したとき。 

  イ 契約しようとする者が、過去２年の間に国又は地方公共団体とこの入札に付する
事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、かつ、こ
れらをすべて誠実に履行したことを証する書類を提出したとき。（その者が、契約
を履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。）。 

８ その他 
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 （１） 入札、契約手続等において使用する言語及び通貨 
    日本語及び日本国通貨とする。 
 （２） 本競争入札は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づく政府調達に関する協定の適用を

受ける。  
９ Summary 
  (1) Name and content of consignment 
   Cleaning work for Prefectural Government Buildings 
  (2) Date and Place to submit bidding proposal 
   February 24,2009,10:00a.m. 
   Bidding Office  
   (Prefectural Government Main Building,first basement floor) 
  (3) Contact information 
      Property Management Division 
      Kumamoto Prefectural Government  
      6-18-1 Suizenji,Kumamoto City, 〒862-8570  
      Phone: 096-333-2090  

 
 
熊本県公告第１６号 
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７３条第１項の規定により建築協定を認可
したので、同条第２項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２１年１月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 認可を受けた者の住所及び氏名 
  上益城郡甲佐町大字下横田７２２番１ 有限会社オクナ商事 代表取締役 奥名睦子 
２ 協定の名称 芝原第二団地建築協定 
３ 協定区域の地名及び地番 上益城郡甲佐町大字芝原字芝原第二１０４番１、同１０４

番６、同１０４番７、同１０４番８、同１０４番９、同１０４番１０、同１０４番１１、
同１０４番１２、同１０４番１３、同１０４番１４、同１２０番１、同１２０番３、同
１２０番４、同１２０番５、同１２０番６、同１２０番７、同１２０番８、同１２０番
９、同１２０番１０、同１２０番１１、同１２０番１２、同１２０番１３、同１２０番
１４、同１２０番１５、同１２０番１６及び同１２０番１７ 

４ 協定区域の面積 ５，６２２．３６平方メートル 
５ 認可年月日 平成２０年１２月９日 
 
 
 
 
 
熊本県市町村合併推進審議会公告第７号 
 熊本県市町村合併推進審議会の会議を次のとおり開催します。 
  なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおりです。 
   平成２１年１月１３日 
                                           熊本県市町村合併推進審議会    
                                                    会 長  中 川 義 朗    
１ 開催日時 
    平成２１年１月２０日（火） 
    午後３時から午後４時３０分まで 
２  開催場所 
    熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    熊本県庁行政棟本館５階 審議会室  
３ 主な議題（予定） 
 （１） 第７回審議会開催後の動きについて 
 （２） 熊本県市町村合併推進構想（第２次）の改訂について 
 （３） 今後の進め方等について 
４ 傍聴者の定員 
    １０人 
５ 傍聴手続 
 （１） 傍聴を希望される方は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場前の受付に 
      おいて氏名及び住所を記入し、事務局の指示に従い、会議の会場に入室してくださ 
   い。 
 （２） 傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了します。 
６ 非公開の議題 
  会議の途中において、非公開とされた議題については、傍聴できません。 
７  問い合わせ先 
    熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    熊本県市町村合併推進審議会事務局（熊本県総務部市町村総室合併推進班） 
  （電話０９６―３３３―２１０６） 

 登載依頼 
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熊本県都市計画審議会公告第２号 
 第１３２回熊本県都市計画審議会を次のとおり開催します。 
  平成２１年１月１３日 
                          熊本県都市計画審議会     
                           会長 両 角 光 男    
１ 開催日時 
  平成２１年１月２６日（月） 
  午後１時３０分から 
２ 開催場所 
  熊本市水前寺公園２８番５１号 
  熊本テルサ３階「たい樹」 
３ 案件 
  【審議】 
   （１）建築基準法第５１条ただし書の規定に基づく産業廃棄物処理施設の位置の件 
     【八代都市計画区域（八代市）：廃プラスチック類破砕施設】 
   （２）建築基準法第５１条ただし書の規定に基づく産業廃棄物処理施設の位置の件 
     【熊本都市計画区域（熊本市）：廃プラスチック類及び木くず破砕施設】 
   （３）宇土都市計画下水道（富合公共下水道）の変更の件 
     【宇土都市計画区域（熊本市）】 

（４）八代都市計画道路の変更の件（大臣同意有り） 
  【八代都市計画区域（八代市）：国道３号線】 
（５）八代都市計画道路の変更の件（大臣同意なし） 
  【八代都市計画区域（八代市）：八代臨港線ほか１８路線】 
（６）山鹿都市計画道路の変更の件（大臣同意有り） 
  【山鹿都市計画区域（山鹿市）：山鹿来民線ほか１路線】 
（７）山鹿都市計画道路の変更の件（大臣同意なし） 
  【山鹿都市計画区域（山鹿市）：中央通志々岐線ほか３路線】 

４ 傍聴者の定員                                                           
  ２０人 
５ 傍聴手続 
 （１）審議会の傍聴を希望される方は、受付時間内に受付において整理券を配布します。 
 （２）受付時間は、審議会開会の１時間前から１０分前までとします。 
 （３）（１）において配布した整理券を持って、午後１時２０分に受付に集合してくだ 
   さい。 
 （４）傍聴を希望される方の総数が傍聴者の定員を超える場合は、抽選により傍聴者を 
   決定します。 
 （５）傍聴を認められた方は、受付において氏名及び住所を記入し、係員の指示に従い 
   会場に入室することができます。 
６ 傍聴するにあたっての守るべき事項 
  傍聴される方は、会議を傍聴するにあたり、次の事項を守ってください。 
  （１）会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により賛成、反対 
    の意向等を意思表明することはできません。 
  （２）はり紙、旗、プラカードの提出、はち巻、腕章の類を身につける等示威的行為 
    はできません。 
  （３）会場内での飲食はできません。 
  （４）会場において、写真撮影、録画、録音等はできません。 
  （５）会場内で携帯電話等の通信機器を使用することはできません。 
  （６）その他会議開催中の秩序を乱したり、議事を妨害するようなことはできません。 
  ※ 上記のほか、傍聴される方は、係員の指示に従ってください。 
  ※ 傍聴される方が以上のことをお守りいただけない場合は、退場していただく場合 
   合があります。 
７ 非公開の案件 
  今回の審議会では「３ 案件」のうち、【審議】（１）及び（２）については、「審

議会等の会議の公開に関する指針第３公開の基準」ア又はイに該当するため非公開とし、 
 傍聴はできません。 
  他の案件については、公開としますが、公開の案件の審議中であっても、「審議会等 
 の会議の公開に関する指針」第３公開の基準に該当する場合に至ったときには、あらか 
 じめ公開非公開の決定権限を会長に委任しておりますので、会長の判断により公開、非 
 公開の別を決定することとしています。 
８ 問い合わせ先 
  熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県都市計画審議会事務局（熊本県土木部都市計画課計画調整係） 
  （電話 ０９６－３３３－２５２０（直通））                              
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熊本県選挙管理委員会告示第１号 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第５項及び第７５条第５項の規定に基
づくその総数の５０分の１の数並びに同法第７６条第４項、第８１条第２項及び第８６条
第４項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第
８条第２項の規定に基づくその総数が４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４
０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、次のとおりである。 
    平成２１年１月１３日 
                                           熊本県選挙管理委員会 
                                                  委員長  柴 田 憲 保    
その総数の５０分の１      ２９，８９５ 
その総数が４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た
数とを合算して得た数      ３１５，７８６ 

 
 
熊本県選挙管理委員会告示第２号 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第８０条第４項の規定に基づくその総数の３分
の１の数（その総数が４０万を超える場合にあっては、その超える数に６分の１を乗じて
得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）は、次のとおりである。  
    平成２１年１月１３日 
                                            熊本県選挙管理委員会 
                                                    委員長 柴 田 憲 保    
選挙区名 
熊本市選挙区         １５５, ２６１ 
八代市・八代郡選挙区      ４０，７７５ 
人吉市選挙区            ９，８７８ 
荒尾市選挙区           １５，５４７ 
水俣市選挙区             ７，８３７ 
玉名市選挙区           １９，３９０ 
天草市・天草郡選挙区      ２８，６１２ 
山鹿市選挙区           １６，０２１ 
菊池市選挙区           １４，１３６ 
宇土市選挙区           １０，２３８ 
上天草市選挙区           ９，１３３ 
宇城市選挙区          １７，２９３ 
阿蘇市選挙区            ８，１２５ 
合志市選挙区           １４，２１４ 
下益城郡選挙区         １１，１６３ 
玉名郡選挙区           １２，７１７ 
鹿本郡選挙区           ８，３５０ 
菊池郡選挙区           １７，００７ 
阿蘇郡選挙区           １１，４１１ 
上益城郡選挙区         ２４，９１４ 
葦北郡選挙区          ７，３０５ 
球磨郡選挙区          １６，９９０ 

 
 
熊本県選挙管理委員会告示第３号 
 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９９条第２項の規定に基づく選挙権を有する者
の総数の３分の１の数は、次のとおりである。 
    平成２１年１月１３日 
                                           熊本県選挙管理委員会 
                                                  委員長  柴 田 憲 保    
熊本県有明海区    ２，４４７ 
天草不知火海区      ２，６５６ 

 
 
熊本県選挙管理委員会告示第４号 
 熊本県選挙管理委員会委員及び補充員に次の者が選挙されたので、熊本県選挙管理委員
会規程（昭和５１年熊本県選挙管理委員会告示第６号）第４条第１号の規定に基づき告示
する。 
    平成２１年１月１３日 
                                           熊本県選挙管理委員会 
                                                  委員長  柴 田 憲 保    
委員となった者 
住 所  熊本市草葉町２－２７ 
氏 名  柴 田 憲 保 
住 所  熊本市元三町３－５－１ 
氏 名  中 村 義 彦 
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住 所  熊本市山ノ内４－１－３０ 
氏 名  内 村 公 春 
住 所  熊本市水前寺公園２５－４６ 
氏 名  世 良 喜 久 子 
補充員となった者 
住 所  下益城郡城南町隈庄４３６－３ 
氏 名  寺 嶋 建 
住 所  熊本市出町５－２８ 
氏 名  山 口 温 代 
住 所  熊本市新屋敷２－１７－１ 
氏 名  高 木 絹 子 
住 所  山鹿市大字寺島６６１ 
氏 名  渡 邊 榮 文 

 
 
熊本県選挙管理委員会告示第５号 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８７条第１項の規定により、次の者が熊本
県選挙管理委員会委員長に選挙され、また同条第３項の規定により委員長の職務を代理す
る者として次の者を指定したので、熊本県選挙管理委員会規程（昭和５１年熊本県選挙管
理委員会告示第６号）第４条第３号及び第４号の規定に基づき告示する。 
    平成２１年１月１３日 
                                           熊本県選挙管理委員会 
                                                  委員長  柴 田 憲 保    
委員長となった者 
住 所  熊本市草葉町２－２７ 
氏 名  柴 田 憲 保 
委員長職務代理者として指定された者 
住 所  熊本市元三町３－５－１ 
氏 名  中 村 義 彦 


